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序．社会実験の背景 

 
0.1 中心市街地活性化に向けた全国的な動き 

 
⑴ 中心市街地活性化施策が求められるようになった全国的経緯 

① 経済成長に伴う都市・市街地の拡大 

 戦前から戦後にかけてのわが国は、人口の多くが農村に住み、都市は限られた特殊な空間であ

ったが、戦後復興、そして昭和 30年代以降の高度経済成長の時代を通じて、産業や人口を都市

に集中させる政策がとられ、都市・市街地の空間は急速に拡大した。各種の都市基盤、都市機能

が強化されていったが、都市集中の勢いは激しく、各地で過密による弊害の現象を顕在化させた。 

 都市基盤の中でも、道路、鉄道といった交通基盤の整備は急ピッチで進められ、駅前商店街を

はじめとする繁華街が形成されたが、一方で道路網の拡大に合わせモータリゼーションが急速に

進展し、住宅をはじめ都市機能の郊外化も進んだ。 

 こうした市街地の面的な拡散化傾向の中で、昭和 43年に新都市計画法が制定され、都市の土

地利用に一定の網をかぶせることとなった。市街化区域と市街化調整区域を分ける「線引き」や、

用途地域指定による建築物の用途制限等が行われたが、その後の面的拡大圧力に押されるように

市街化区域の拡大などの措置がとられ、もともと市街化区域面積がかなり広めに指定される傾向

も強かったため、同法により市街地拡大の方向づけがこの段階で保障されたとも言える。 

② 商業・住宅等の郊外立地加速と中心市街地の衰退 

 このような都市集中の加速は市場としての都市の魅力を高め、商業分野では大型店の相次ぐ立

地が混乱を招き、昭和 49年施行の大規模小売店舗法（大店法）により商業調整が行われること

となった。大店法による商業調整は、実質的に中小小売店舗の保護を目的としており、その調整

の難航やモータリゼーションの一層の進展等から、大型店の郊外立地が勢いを増すことになった。 

 人々の居住の場も、自動車利用を前提に郊外に分散化し、農地や山林が切り拓かれて多くの住

宅団地が出現した。政策面においても、大都市近郊のみならず地方都市でも郊外ニュータウンが

造成されるなど、市街地の郊外拡大を助長する展開がなされた。 

 その結果、多くの中心市街地は相対的に取り残された形となり、集客魅力を失い、官公庁を含

む都市の中心機能も郊外移転が目立つようになるに及んで、衰退の現象が顕著となってきた。 

 これに日米構造協議を受けた規制緩和圧力による大店法の緩和、そして廃止への流れが追い打

ちをかけることとなり、かつての中小店対大型店という商業の対立の構図は、中心部の商業者対

郊外の大型店という構図に完全に塗り替えられた。この過程で、全国の多くの駅前商店街はシャ

ッター通り化していくことになる。 

③ まちづくり三法の制定と運用 

 こうした状況の中で、産業構造審議会からの相次ぐ答申も受けて、国は平成 10年にいわゆる

「まちづくり三法」を制定した。中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法

によりまちづくりの観点から商業等の立地を誘導していこうとするもので、中心市街地活性化法

では、タウンマネジメントの視点からの取り組みが求められた。 

 これを受けて、全国の市町村では中心市街地活性化基本計画の策定、ＴＭＯ（タウンマネジメ

ント組織）の認定が数多くなされ、平成17年５月までに全国で375のＴＭＯが認定された。 
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 しかし、タウンマネジメントがうまく機能しない市町村が多く、その間にも郊外大型店の立地

等はさらに加速され、土地利用の混乱やそれから派生する様々な歪みの弊害が指摘されるように

なった。 

④ まちづくり三法の改正と運用開始 

 こうした状況の中で、新しい規制・誘導の方向を探る動きが各方面で活発化し、平成 17年 12

月には産業構造審議会流通部会が「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを目指して」と題

する中間報告を発表するなど、まちづくり三法の改正に向けた議論が展開された。 

 このような経過を経て、平成 18年にまちづくり三法の改正がなされ、順次施行されている。

新たな中心市街地活性化法は、「選択と集中」の方針により国が市町村の基本計画を認定するこ

とにより大幅に拡充された支援措置が講じられるという枠組みに改められ、ハード、ソフトにわ

たる施策展開が求められることとなった。都市計画法の改正では、大規模集客施設の立地が可能

な部分を、商業系用途地域と準工業地域（特別用途地区指定が条件）に限定し、開発許可制度も

見直して、大型店等の郊外立地展開を抑制する方向転換を行った。 

 今回の法改正は、中心市街地の再生を明確に目指したものであり、人口減少時代を見通した都

市機能の集約化と同時に、サスティナブル（持続可能）化を標榜している。 

 現在（平成 20年３月）のところ、新中心市街地活性化法による基本計画の認定を受けたのは

全国で18市であり、先駆けとなった富山市、青森市等の取り組みが全国から注目されている。 

 
⑵ 中心市街地活性化の必要性 

 中心市街地活性化の必要性に関しては、次のように説明される。 

① 拡散型市街地の環境上の問題   
 都市人口の増加、モータリゼーションを背景として市街地が急速に拡大してきたが、全国の人

口は頭打ちとなり減少へのターニングポイントを迎えている。また、少子高齢化が世界に例を見

ない速さで進展し、地域社会の構造を大きく変えるに至っている。 
 郊外に開発された住宅団地では、高齢化が顕著となり、コミュニティの維持にも困難な場面が

生ずるほか、郊外幹線道路沿いの店舗の林立は、景観破壊や新たな交通混雑、そして治安の悪化

等ももたらすと言われている。 
 このように、このまま拡散が続くことを許容すると、人々の生活環境や社会環境に様々な問題

が生ずることが予想され、それを防ぐためにも、中心市街地の機能を見直し、機能集約化を図る

ことが求められる。 

② 社会インフラの整備管理上の不効率 
 国・地方ともに財政上の制約が強まり、各種都市基盤整備等への投資余力が乏しくなっている。

道路や下水道をはじめとする市街地の基盤施設は、その新設の困難性が増すとともに、過去に整

備したストックの維持管理コストが増大し、効率が低下してくる。 
 市街地の拡散は、人口密度の低下を伴ってこれら都市基盤施設のさらなる整備拡大を求めるも

のであり、その不効率性を助長することになる。 
 従って、中心市街地の再生による都市機能の再集約化により、これら都市基盤整備の整備及び

維持管理の効率を確保することが求められる。 
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③ 自動車依存社会における環境負荷増大 
 拡散型市街地ではバス等の公共交通機関の効率的経営が困難であり、ますます自動車依存度を

増すことになる。自動車による温室効果ガスの排出削減は世界的緊急課題であり、都市活動や

人々の生活の各場面での自動車への依存を抑制し、公共交通への転換、歩いて暮らせる環境づく

り等を進めることで、持続可能な都市社会としていくことが求められている。 

④ 都市の顔空間としての環境づくりの必要性 
 郊外への商業立地や住宅地開発は、各都市が持つ歴史的背景と隔絶され、無個性な景観・環境

を生み出し、都市の持つべき個性や文化等の維持・創造がしにくい状況となっている。 
 都市を象徴する中心機能が集積した都市の顔空間を明確に持つため、中心市街地の再生が必要

となっている。 
 この中心市街地は、当該都市の顔であるばかりでなく、より広域的な生活圏、農山漁村部を含

む広域的なエリアの共通の拠り所となるべき部分であり、都市、地域が全体として発展するため

に、農山漁村部も含めた各地区の機能分担の明確化、地域内の経済循環の形成が重要な課題とな

り、そのために全体で共有する拠点が必要で、その拠点づくりとして中心市街地の活性化が求め

られる。 
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0.2 福島県における中心市街地活性化に向けた動き 

⑴ 福島県商業まちづくり条例 

 福島県は７つの生活圏に分かれた多核分散型の県土構造を持ち、中小規模の地方都市が点在し

その周囲に農山漁村部が広がる形態で、商業機能の郊外立地展開、市街地の拡大による環境面の

問題など、全国的な課題が象徴的に現れている県であると言える。 
 福島県では、国の中心市街地活性化法の施行よりも早く、副知事を本部長とする中心市街地活

性化対策本部を設置し、中心市街地問題への検討を進めていた。 
 平成 10 年に、福島市に隣接する伊達町への大型店出店計画に対する反対運動から大型店の出
店規制を求める声が強まり、中心市街地活性化対策本部は平成 12 年に「タウンマネージメント
機関連絡協議会」を設置、翌年には「まちづくり懇談会」を設置して活発な議論を交わした。 
 そして平成 15 年に「福島県広域まちづくり検討会」が設置され、そこでの議論から翌年の提
言（広域的なまちづくりのあり方に関する提言――地域との共生による大型店の立地に向けて）

を経て、条例制定への動きを速めた。 
 平成 18 年 10 月に、「福島県商業まちづくりの推進に関する条例」が制定され、全国の注目を
集めている。この条例は、規模の大きな商業施設の立地について広域的な観点から調整を行うこ

とを趣旨としたもので、店舗面積 6,000㎡以上のものを特定小売商業施設として規制の対象とし
ている。 
 同条例のもとで定められた基本方針で、広域調整、特定小売商業施設の設置者への地域貢献活

動の義務づけ、商業まちづくり審議会の設置等が示され、県内で 10 の市と町を特定小売商業施
設の立地を誘導する市町村とし、それ以外は立地を抑制することとした。いわき市はこの誘導地

域を持つ市のひとつとされた。 
 また同条例では、各市町村が商業まちづくり基本構想を策定することとしている。 

⑵ 持続可能な歩いて暮らせる新しいまちづくり検討委員会 

 一方、県では、持続可能な歩いて暮らせる新しいまちづくりのあり方について調査・検討する

ため、有識者による委員会として、「持続可能な歩いて暮らせる新しいまちづくり検討委員会」

を平成 18年３月に設置し、現在までに７回の委員会を開催して、新しいまちづくりビジョンの

策定等について議論が交わされている。 

 このビジョンは、「持続可能な歩いて暮らせる新しい街づくりビジョン」と題し、市町村やま

ちづくり関係団体が広くまちづくりの手引き書（指針）として活用することを目指したもので、

新しいまちづくりの基本的考え方、及び新しいまちづくりの具体的ガイドラインを示すものとさ

れている。 

 平成20年３月現在、その骨子案が示されている。 
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0.3 いわき市における背景 

 
⑴ 市街地形成の経緯 

 いわき市は昭和41年に14市町村の対等合併により誕生した面積1,231ｋ㎡の広大な都市であ

る。合併前の５市の中心地区をはじめ、市内に複数の市街地核が存在し、多核分散型県土の福島

県の中にあって、さらに多核分散型の特殊な市域構造を呈している。 

 昭和 40年前後までは産炭地域として市内各地にあった炭鉱を中心に活況を呈したが、炭鉱閉

山に伴い、「常磐郡山地区」新産業都市の指定を受け、産業構造の転換を進めた。常磐鹿島、小

名浜臨海、いわき好間中核などの大規模工業団地の造成と企業誘致により、重化学から加工組立

まで広範にわたる業種の企業が立地し、製造品出荷額は東北一位の地位を獲得している。 

 こうした産業振興と合わせて都市基盤整備も進められ、国道６号常磐バイパスをはじめとした

市内幹線道路網の拡充が続いた。モータリゼーションの急速な進展は、こうした道路を利用した

市街地の拡大をもたらし、人口に対して広い面積の市街化区域指定という都市計画がその流れを

許容してきた。 

 行政の中心機能は、一貫してかつての磐城平藩の城下町であった平地区に置かれてきたが、こ

こと、重要港湾小名浜港を有する小名浜地区市街地の中間に、地域振興整備公団（当時）による

いわきニュータウンが造成されるなど、郊外部に多くの住宅団地が形成され、市街地の面的拡散

は加速した。 

 平と小名浜を結ぶ幹線道路である通称鹿島街道（県道小名浜平線）沿道をはじめとして郊外部

に広い駐車場を備えた大小の商業施設の立地が急速に進み、ほぼ一市で閉じた商圏構造から、購

買力を奪われた平・小名浜等の中心市街地は衰退が進んだ。かつては買い物客であふれた中心部

の商店街は閑散とし、廃業した店舗の跡地が駐車場となるなど櫛の歯が抜けたような様相となり、

集客魅力をさらに減退させていった。市内唯一の百貨店「大黒屋」や老舗店舗の閉店はそれを象

徴する出来事となった。 

 自動車による移動が当たり前となり、バスは経営困難となって路線や運行本数の削減が進み、

ますます自動車依存を強めている。 

 
⑵ 中心市街地再生への動き 

 こうした状況のもとで、合併以来各地区のバランスを重視してきた市行政は、国によるまちづ

くり三法の制定に合わせ、平中心部をいわきの中心市街地と位置づける政策転換を行い、いわき

商工会議所による平成10年の「いわき地域振興ビジョン」も受けて、平中心部を対象とする「い

わき市中心市街地まちづくり基本計画」を平成11年７月に策定した。 

 同計画に基づき、いわき商工会議所をＴＭＯに認定し、活性化にかかる各種の事業展開が進め

られた。市では平成15年３月に「いわき市商業まちづくりプラン」も策定している。 

 この間にも、少子高齢化は着実に進展し、市人口も減少に転じる中で、いわきニュータウンの

整備等はなお続いているが、一方で、まちなか居住が見直される動きが現れ、平の市街地内にマ

ンション建設等の動きが盛んになっている。 

 このような流れの中で、平市街地の再生に向けたハード面の集中投資がなされた。平一町目地

区第一種市街地再開発事業（Ｔ－１ビル）の完成に続き、いわき駅前地区第一種市街地再開発事

業、いわき駅周辺再生拠点整備事業（いわき駅及び駅前広場整備等）、いわき芸術文化交流館「ア
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リオス」の整備等の事業が進められている。 

 
⑶「ラトブ」開業、そして・・・ 

 平成19年10月25日、いわき駅前市街地再開発事業による再開発ビル「ラトブ」が開業した。

ＪＲいわき駅の橋上化も同時に完成し、駅前の様相が一変した。 

 「ラトブ」には、商業施設のほか、いわき総合図書館、いわき産業創造館が入居し、いわき商

工会議所も産業創造館内に拠点を移している。 

 中心市街地に関わる各主体は、これを契機として活性化への機運を高めており、商業者も積極

的な取り組みを始動させている。 

 平成 18年４月には「いわき駅前賑わい創出協議会」が発足した。同協議会は、平商店会連合

会、いわき商工会議所、いわき駅前地区市街地再開発組合、いわき駅前再開発株式会社、いわき

市で構成され、「街の再生」という共通の目標を持ち、様々な市民の関わりや参加協力によるイ

ベント等の企画・開催を通じ、地域コミュニティによる「ネットワークの形成」、「協力体制の醸

成」の推進とともに、いわき駅前の持続的な賑わいを創出することを目的とし、まちなか写真館、

まちなか青空市、まちなかウォールアートなど様々な活動を行ってきている。 

 また、この中に商業者を中心とした「コンパクトシティ推進プロジェクトチーム」が発足して

おり、一店逸品、空き地・空き店舗有効利用、共通駐車券、情報発信などに関する検討や事業を

推進している。 
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１．いわき地区社会実験の概要 

 
1.1 社会実験の目的・コンセプト 

 
(1) 社会実験の目的 

平成 19年 10月のいわき駅前再開発ビル（Latov ラトブ）のオープンに合わせ、中心市街地
の「持続可能な賑わい創出」を図るため、『来街者の増加』『地域全体の収益性の増加』『来街者満

足度の向上』を目標として、まちなかの交通や賑わいに係る社会実験を実施し、その効果を検証

した。 
  以下に、この実験のコンセプト・目標、期間、区域を示す。 
 
 (2) 実験全体を通じたコンセプト・目標 

 
［全体コンセプト］ 

歩いてみなくちゃわからない 

～いわきまちなか新発見～ 
［ロゴマーク］ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作成経過 
 作業部会に所属している学生委員
の東日本国際大学３年の川島 志津
さんのアイディアを基に、いわきコン
ピュータカレッジ Web デザインコー
ス 2 年の戸板 祐一さんが図案化し
た。 
 
マークの由来 
 いわき市内から出土された海竜「フ
タバスズキリュウ」をモチーフにした
ものである。「本来は歩けない海竜が
歩くようになった」→「車社会に慣れ
てしまった本市民にも歩く楽しさを
感じてもらいたい」との願いを込めて
採用したもの。 
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［目標］ 

 以下の３つの方向からのアプローチを相互に連携させた展開により、コンセプトの追求

を図る。 
①来街者の増加（イベント等を実施し、中心市街地に集客を図るための取り組みを行う）（―

―集客性） 
②中心市街地への収益性の向上（中心市街地における大型店と小売店舗、飲食店など街全体

に集客の効果が波及するように、来街者が回遊できるような取り組みを行う）（――

回遊性、波及性） 
③満足度の向上（来街者や居住者等にとって、まちなかの空間が楽しく、心地よく感じられ

たり、便利だったりという都市機能を集積することで、街なかで過ごすことの満足度

を高める取り組みを行う。（都市機能の向上・交通機能の向上） 
 

いわき市の中心市街地が目指す持続可能な賑わいの創出 

 
 
 

 
 

 

来街者の増加 

（集客性） 

収益性の増加 

（回遊性・波及性） 

①いわき総合図書館開館記念事業 
②産業創造フェア2008 
③いわきまちなか屋台実験（昼・夜） 
④いわき街なかコンサート in TAIRA 2007 
⑤まちなか青空市 
⑥第58回いわき産業祭 
⑦まちなかウォーキング、まちなかウォークラリー 
⑧リメイクファッションショー 

⑨一店逸品フェア 
⑩まちなかウェルカムチケット 
⑪いわきまちぴた！ツアー 
⑫レシートラリー事業（金券プレゼントセール） 
⑬商店街ワゴンセール 
 

（目 的） （施 策 目 標） （実 施 事 業） 

満足度の向上 

都市機能の向上 

交通機能の向上 

⑭まちなか総合案内所 
⑮つどいのひろば 
⑯まちなかの景観向上（ライトアップ、フラッグ、
フラワーポット、ごみごみウォーク） 
⑰まちなか休憩所、まちなか親子劇場 

⑱まちなか巡回バス 
⑲歩行者天国 
⑳公共駐車場時間限定無料開放 
○21まちなか駐輪場への誘導 

い
わ
き
市
の
中
心
市
街
地
が
目
指
す 

持
続
可
能
な
賑
わ
い
の
創
出 
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 (3) 社会実験の実施期間 

 

 本社会実験は、平成 19年 10月 25日（木）～11月４日（日）の 11日間にわたり実施した。
これは、駅前再開発ビル「ラトブ」のオープンに合わせたものである。（屋台実験は 10 月 20
日（土）より） 

１０月 １１月 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

                
(屋台実験のみ) 本実施期間 

     

ラ
ト
ブ 

オ
ー
プ
ン 

        

文
化
の
日 

 

 
(4) 社会実験の実施区域 

 
 本社会実験の実施区域は、ＪＲいわき駅周辺（中心市街地まちづくり基本計画エリアのうち、

国道６号以北～ＪＲ常磐線以南）とした。 
 
［実施区域エリア図］ 
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実験配置図（10月 27日(土)、2８日（日）） 

 

 
 
 
 
 

ラトブ

まちなか巡回バス 

産業創造フェア 

つどいの広場 

まちなか総合案内所 

実験エリア 

アリオス 

まちなか青空

街コン 

屋台実験（しろがね夜台村）10/24～

ライトアップ 

屋台実験（昼） 

10 
 




